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令和元年第２回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

                              令和元年６月４日（火） 

                              午前９時３０分開議 

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ 報告２ 長与町国民保護計画の一部変更について  

６ 報告３ 
平成３０年度長与町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 
 

７ 報告４ 
平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

繰越明許費繰越計算書の報告について 
 

８ 報告５ 
平成３０年度長与町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 
 

９ 報告６ 西彼中央土地開発公社の経営状況に関する書類の報告について  

１０ 報告７ 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

１１ ２９ 長与町森林環境譲与税基金条例  

１２ ３０ 長与町印鑑条例の一部を改正する条例  

１３ ３１ 長与町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

１４ ３２ 
長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 
 

１５ ３３ 
長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正す

る条例 
 

１６ ３４ 
長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
 

１７ ３５ 
長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
 

１８ ３６ 
長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 
 



日程 議案番号 件        名 備考 

１９ ３７ 長与町武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

２０ ３８ 長与町立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例  

２１ ３９ 
長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例 
 

２２ ４０ 
長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 
 

２３ ４１ 
長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 
 

２４ ４２ 
長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例 
 

２５ ４３ 長与町勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例  

２６ ４４ 長与町働く婦人の家条例の一部を改正する条例  

２７ ４５ 
長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

 

２８ ４６ 
長与南交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

２９ ４７ 
長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 

３０ ４８ 長与町駐車場条例の一部を改正する条例 
 

３１ ４９ 長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 
 

３２ ５０ 
長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一部を改

正する条例 

 

３３ ５１ 長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 
 

３４ ５２ 
長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

３５ ５３ 長与町都市公園条例の一部を改正する条例 
 

３６ ５４ 
長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

３７ ５５ 長与町水道給水条例の一部を改正する条例 
 

３８ ５６ 令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号） 
 

 

 



令和元年第２回長与町議会定例会会期日程 

 

◎  会 期  ６月４日（火） ～ ６月１４日（金） １１日間 

月 日 曜 時 間 区 分 備       考 

６ 

４ 火 

９：３０ 本会議 
議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

   （全員協議会） 

５ 水 ９：３０ 本会議 議案に対する質疑・付託（委員会付託議案） 

６ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）岩永議員・浦川議員 

（午後）吉岡議員・安部議員・金子議員 

７ 金 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）堤 議員・内村議員 

（午後）八木議員・西田議員・河野議員 

８ 土 ― 休 会  

９ 日 ― 休 会  

１０ 月 

９：３０ 本会議 
一般質問（１名） 

（午前）松林議員 

 委員会 付託案件審査 

１１ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１２ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１３ 木 ９：３０ 委員会 
付託案件審査予備日 

委員長報告取りまとめ 

１４ 金 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 



 

◎一般質問通告一覧（令和元年第２回長与町議会定例会）    令和元年６月 

 

１ １０番 岩 永  政 則   議 員 

① 乗合タクシーについて 

② 長与町議会議員選挙の無投票当選の結果と今後の考え方について 

２ ４番  浦 川  圭 一   議 員 

① 総合計画の計画実行、実施の検証について 

② 開発負担金等の適正な徴収について 

③ 町道後川内中央線の横断歩道および停止線の表示について 

３ １３番          吉 岡  清 彦   議 員 

① 高齢者対策について 

② 都市機能を形成する道路の有り方について 

③ 選挙管理委員会の有り方について 

４ ６番          安 部    都   議 員 

① 子ども・子育て・教育支援策と安全対策について 

② 高齢者が幸せを感じるまちづくりについて 

５ ９番          金 子    恵   議 員 

① 投票率向上に向けた取組について 

② 環境への取組について 

６ １１番          堤    理 志   議 員 

① 生活環境について 

② 成人の発達障害について 

７ ７番          内 村  博 法   議 員 

① 防災対策の充実強化について 

② 学校教育について 

８ １番          八 木  亮 三   議 員 

① 風しんワクチン不徹底世代へのワクチン接種の周知について 

② より多くの町民が参加できるような安価な文化的娯楽の提供について 

③ 新図書館建設への町長のお考えについて 

９ ３番          西 田    健   議 員 

① 長与町の生活環境について 

② 認知症事故の保険導入について 

１０ １２番          河 野  龍 二   議 員 

① 町道整備について 

② 里山整備について 

③ 東高田町営住宅付近の路上駐車について 

１１ ２番          松 林    敏   議 員 

① 情報通信基盤を活用した地域振興について 

② 長与町健康のまち宣言について 

 

 

 

 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆様おはようございます。ただいまから令和元年第２回長与町議会定例会を開会いた

します。これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、３番西田健議員、４番浦川圭一議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。お諮りします。 

本定例会の会期は本日から６月１４日までの１１日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月１４日までの１１日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配付したとおりで

あります。これで議長報告を終わります。 

次に、請願陳情文書表について申し上げます。請願、陳情につきましては、お手元に

配付した請願陳情文書表のとおり陳情２件で、参考配付といたしております。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。初夏の柔らかな日差しが若葉に降り注ぐ頃となりまして、

議員各位におかれましては、ますます御精栄のことと存じます。本町におきましては、

町制施行５０周年という記念すべき年を迎えまして、各種事業を開催しているところで

ございます。また議会におかれましても５０年を振り返るとともに、未来へ繋げる議会

５０周年記念誌を発行されました。議員各位の御尽力に心から敬意を表しますとともに、

感謝を申し上げる次第でございます。さて、令和元年第２回長与町議会定例会にお願い

いたしましたところ、議員各位に大変御多用のところに御出席をいただき、心から厚く

御礼を申しあげます。本日から開会をしていただくわけでございますが、本議会におき

ましても多くの議案をお願いいたしておりますので長期間になるかと思いますけれども、

御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

それでは３月から５月にかけましての行政報告をさせていただきます。お手元に資料

を配付させていただいておりますので主要な部分だけ御報告をさせていただきます。は

じめに３月２５日には長与町町制施行５０周年記念事業実行委員会を開催しております。

本年１月から実施をしております各種記念事業の進捗を報告するとともに、新規事業を

含めた今後の展開について御意見を賜りました。また、町民自主企画事業補助金につき

まして、新たに３件の審査を行っていただき採択をいたしました。なお、毎年３月に開

催しておりました長与シーサイドマルシェは、残念ながら天候不良のため中止となって

おります。４月に入りまして１日に大村湾漁業協同組合発足式が執り行われました。２



市４町からなる大村湾、多良見町、川棚の３漁協の合併がなされたことは、大村湾を基

盤とする地域に根差した水産業の発展に有効であると考えておるところでございます。

１０日には高田南土地区画整理事業の整備促進につきまして、国土交通省などへの要望

を行っております。１２日には自治会長会、保健環境連合会の総会が開催されました。

今年度は新しく１９名の方が自治会長に就任をされておられます。１３日には町制施行

５０周年記念事業、緑の月間記念植樹祭といたしまして中尾城公園に紫陽花の植樹を行

っておるところでございます。今後、桜と共に紫陽花が公園を彩り、町民の皆様の新た

な憩いの場になれば幸いでございます。５月に入りまして１７日に長与町自主防災組織

連絡協議会総会を開催しております。自主防災組織では、自分たちの地域は自分たちで

守ることを目標に自主防災組織相互の活性化、町民の防災意識の高揚と地域の連携強化

に努めていただくなど、災害に強いまちづくりに御尽力をいただいておるところでござ

います。現在本町の自主防災組織は、既に４４組織が結成されております。これは県内

でもトップクラスの組織率になっておるところでございます。２８日には一般社団法人

全日本冠婚葬祭互助協会様と災害時における協力に関する協定書の締結式を執り行いま

した。本協定によりまして、地震、風水害等により多数の死者が発生した場合など万が

一の大規模災害時に備えて、必要となる支援や救済を迅速に受けることができるように

なりました。本協定が締結できましたことは町民の安全安心を担う本町にとりまして大

変心強く、町民の皆様の安心感の向上にも寄与するものと期待をしております。また、

この行政報告にはございませんが、４月、５月と各種団体の総会が数多く開催されてお

りまして、日程の調整がつく限り出席をさせていただいているところでございます。 

そのほかにお手元に配付のとおり多くの会議、事業等があっております。次に載せて

おります５,０００万未満の入札結果と合わせまして、御参照いただければと存じます。

以上が３月から５月にかけての行政報告でございます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、報告２長与町国民保護計画の一部変更についての発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは報告２につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本総務部長。 

○総務部長（山本昭彦君） 

皆様おはようございます。私からは報告２長与町国民保護計画の一部変更につきまし

て御報告をさせていただきます。平成１９年３月に作成いたしました長与町国民保護計

画につきまして、平成３０年度中に一部変更を行いましたので、武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律第３５条第８項の規定により準用する同条第６



項の規定に基づき報告するものでございます。今回の変更は気象データなどの年次デー

タの変更新、国の所管省庁名の変更、長与町組織規則の改正に伴う課名の変更のほか、

用語の修正となっております。変更の箇所につきましては、新旧対照表に朱文字で記載

しておりますので、御参照ください。以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第６、報告３平成３０年度長与町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは引き続き報告３につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

久保平企画財政部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

皆様おはようございます。それでは御報告申し上げます。報告３平成３０年度長与町

一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告いたします。先の３月定例会で議決をいただきました補正予算（第５号）

の繰越明許費１０件、合計９億２,２２４万８,０００円に対しまして、翌年度繰越額は、

プレミアム付き商品券事業以下１０件、合計９億７７６万円でございます。翌年度繰越

額の財源内訳は、未収入の特定財源として国県支出金１億８,２０８万２,０００円、地

方債５億２,１９０万円、そして一般財源が２億３７７万８,０００円となっております。 

以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第７、報告４平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは報告４につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

皆様おはようございます。それでは報告４平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地

区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定によりまして報告をいたします。平成３０年度の繰越明許費は、１款土

木費１項都市計画費の高田南土地区画整理事業、限度額１億３,９５３万５,０００円に

対し、翌年度繰越額１億３,１３５万２,０００円とするものでございます。財源内訳に

つきましては、国県支出金１,１８７万２,０００円、その他１億１,９４８万円でござ



います。繰越の主な内訳といたしましては、工事２件、補償３件となっております。 

以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第８、報告５平成３０年度長与町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは報告５につきましても、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

皆様おはようございます。報告５平成３０年度長与町下水道事業会計予算繰越計算書

の報告につきまして、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告いたします。第

１款資本的支出第１項建設改良費、事業名、下水道事業のうち繰越対象の委託費、予算

計上額３億１,９７４万７,０００円、翌年度繰越額３億１,９７４万７,０００円でござ

います。財源内訳として、国庫補助金１億７,３９２万６,０００円、企業債１億４,０

５０万円、損益勘定留保資金５３２万１,０００円でございます。繰越の理由は、平成

３０年度の補助事業に対して、当初は内示減に伴い施工量を減じて発注をしておりまし

たが、国の補正予算により内示額が増となったため、それに伴う施工量に対する工期が

必要となったためでございます。次に繰越対象の工事請負費、予算計上額１,２０９万

６,０００円、翌年度繰越額１,２０９万６,０００円でございます。財源内訳として、

企業債１,１４０万円、損益勘定留保資金６９万６,０００円でございます。繰越の理由

は、交通誘導員の手配調整に不測の日数を要したためでございます。以上により、地方

公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額は、予算計上額３億３,１

８４万３,０００円、翌年度繰越額３億３,１８４万３,０００円となり、財源内訳とし

て、国庫補助金１億７,３９２万６,０００円、企業債１億５,１９０万円、損益勘定留

保資金６０１万７,０００円を計上しております。以上で御報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第９、報告６西彼中央土地開発公社の経営状況に関する書類の報告についての発

言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは報告６につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

鈴木副町長。 

○副町長（鈴木典秀君） 



おはようございます。それでは、報告６につきまして、私の方から報告をさせていた

だきます。報告６西彼中央土地開発公社の経営状況に関する書類につきまして、地方自

治法第２４３条の３第２項の規定により提出し報告いたします。書類の内容は平成３１

年度予算及び平成３０年度決算となっております。まず、平成３１年度予算について概

要を説明いたします。１ページをお開きください。第２条では収益的収入及び支出の予

定額として収益的収入の合計を６,４３５万８,０００円、収益的支出の合計を６,４４

８万１,０００円と定めております。２ページをお開きください。第３条では資本的収

入及び支出の予定額として資本的収入の合計を１５１万１,０００円、資本的支出の合

計を６,５３６万７,０００円とし、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額６,

３８５万６,０００円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものと定めております。

第４条では短期借入金の限度額、第５条では予算の弾力運用について定めております。

予算に関する説明書につきましては御参照いただきたいと思います。 

続きまして平成３０年度決算につきまして概要を説明いたします。決算諸表の１ペー

ジをお開きください。平成３０年度における公社の事業活動の結果、年度末における事

業用資産は面積１万２,７７９.６２平方メートル、金額１０億３８９万５６４円となっ

ております。また、６１３円の利益が生じましたので、準備積立金の合計は２４５万８,

５８５円となっております。２ページには主な処理事項、３ページには理事会及び監事

会開催状況と役職員に関する事項を記載しております。４ページの貸借対照表では、資

産合計と負債資本合計がそれぞれ１０億１,１４３万３,２７２円で、資産合計から負債

合計を差し引いた資本合計は７４５万８,５８５円となっております。５ページの財産

目録には資産及び負債の内訳を記載しております。６ページの損益計算書では、収益か

ら費用を差し引いた当期純利益が６１３円となっております。７ページのキャッシュフ

ロー計算書では、事業活動、投資活動、財務活動に係る現金の流れにより、今期の現金

及び現金同等物増加額が５万４,５４８円で、期末残高では２５１万２,７０８円となっ

ております。次に添付している附属明細書の中で長与町に係る土地の変動について説明

いたします。２ページ、３ページの事業用資産明細表でございます。長与町分の当期増

加高では、支払利息２件の合計１４３万９,８２７円が増加しております。当期減少高

の内訳として、高田南土地区画整理事業用地で面積４３９.３９平方メートル及び支払

利息の減少と土地の貸付に係る使用料等の充当分による減少があり、長与町合計で６,

２３９万５,７６４円の減少となっております。したがいまして、長与町分の期末残高

の合計は、面積が１万２,３０２.１８平方メートル、用地費と支払利息合わせて９億６,

５１９万１３０円となっております。以上で書類の説明と報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１０、報告７和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についての発

言を許します。 

吉田町長。 



○町長（吉田愼一君） 

それでは報告７につきましては、所管より報告させていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

森川教育次長。 

○教育次長（森川寛子君） 

皆様おはようございます。それでは、報告７和解及び損害賠償の額の決定に係る専決

処分につきまして御報告をいたします。本報告は本町嬉里郷で発生した物損事故に係る

もので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、令和元年５月１５日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。なお、和解及び損害賠償の相手方につきましては、損害

を与えている点を考慮し、氏名等を黒塗りしております。事故の概要ですが、平成３１

年４月１０日午前１０時３０分頃、嬉里郷７５２番地１の町有地内で発生したもので、

町有地からバック運転で町道に出ようとしたところ後方確認を怠り、駐車してありまし

た相手車両と接触をし、車両後部等を破損させたものでございます。その後、相手方と

示談交渉を進めた結果、和解することで合意を得ております。和解の内容につきまして

は、町の過失割合を１０割とし損害を賠償するものであり、今後本件事故に関し、双方

とも一切異議、請求の申し立てを行わないことを確認するものでございます。この和解

による損害賠償の額は損害額の１０割相当額の２４万８,０００円でございます。職員

に対しましては、日頃より交通法規の遵守、安全運転の徹底について指導を行っている

ところではございますが、引き続き指導を行い安全運転の徹底に努めてまいります。 

以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１１、議案第２９号長与町森林環境譲与税基金条例を議題といたします。 

ただいま議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは議案第２９号長与町森林環境譲与税基金条例につきまして、提案理由を申し

上げます。本条例は、平成３１年４月１日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法

律が施行され、市町村へ森林環境譲与税が譲与されることに伴い、森林整備に関する施

策等を十分に検討できる時間を確保できることに加え、事業を効率的に行うための一定

規模の事業予算化を図るため、長与町森林環境譲与税基金条例を新たに定めるものでご

ざいます。第１条では設置の目的を規定しております。第２条では基金の積み立てる額

を規定し、第３条では基金の管理について、第４条では運用益金の処理について規定し

ております。第５条では積み立てた基金の処分について、第６条では委任について規定

したものでございます。附則につきましては、本条例の施行を公布の日からとしており

ます。御審議の程よろしくお願いいたします。 



○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１２、議案第３０号長与町印鑑条例の一部を改正する条例から日程第１４、議

案第３２号長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例までの３件を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第３０号から第３２号につきまして、提案理由を

申し上げます。はじめに議案第３０号長与町印鑑条例の一部を改正する条例につきまし

て、本議案は住民サービス向上を目的として、令和２年１月１５日から新たに開始する

コンビニ交付サービスにおいて印鑑証明書の発行を行うため及び自動交付機による交付

サービスの終了に伴い、条例の一部を改正するものでございます。第１３条の２につき

ましては、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者が、個人番号カードと暗証番号に

よりコンビニエンスストア等に設置している多機能端末機から印鑑証明書の交付を受け

るための手続きについて条文を加えるものでございます。第７条及び第１３条第３項に

つきましては、自動交付機による交付サービスの終了に伴い、印鑑登録証の規定の一部

を削除すること及び印鑑登録証を使用して自動交付機による印鑑証明書の交付を受ける

ことのできる規定を削除するものでございます。附則につきましては、第１項で施行日

を令和２年１月１５日からとしております。ただし、第７条の改正規定及び第１３条第

３項を削る改正規定につきましては、２年を超えない範囲内におきまして規則で定める

日から施行するというものでございます。また、第２項で改正前に交付された印鑑登録

証については、新条例の規定により印鑑登録証とみなすものでございます。 

続きまして、議案第３１号長与町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例につきまして、本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正

に伴い、災害援護資金の貸し付けに係る保証人、利率及び償還方法を改めるほか、規定

の整備を行うものでございます。第１条につきましては字句の修正、第４条につきまし

ては災害弔慰金を支給する遺族の範囲に係る規定を整理するものでございます。第６条

及び第７条第２項につきましては字句の修正を行い、第１４条につきましては、保証人

及び利率に関する規定を整備するもので、第１項及び第３項では保証人に関すること、

第２項では利率を現行の年３％から保証人を立てる場合には無利子、保証人を立てない

場合には年１.５％と改正するものでございます。第１５条第１項につきましては償還

方法に月賦償還を追加し、第２項及び第３項につきましては法令並びに本条例改正に伴

う規定の整理でございます。附則につきましては、第１項では施行期日を、第２項では

経過措置について規定をしておるところでございます。 

続きまして、議案第３２号長与町家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例につきまして、本議案は家庭的保育事業等の設備及び運



営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い所要の改正を行うものでございます。

第６条及び第４５条につきましては、連携施設に関する要件の規制緩和を図るものでご

ざいます。附則第２条第２項につきましては、家庭的保育者の居宅だけでなく居宅以外

の場所で保育を提供する場合におきましても、食事の提供に関して経過措置を設けるも

のでございます。また、附則第３条につきましては、連携施設に関する経過措置期間を

５年から１０年に延長するものでございます。附則につきましては、本条例の施行日を

公布の日からとしております。 

以上が議案第３０号から第３２号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１５、議案第３３号長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部

を改正する条例から日程第３７、議案第５５号長与町水道給水条例の一部を改正する条

例までの２３件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第３３号から議案第５５号につきまして、提案理

由を申し上げます。消費税率等の引き上げにつきましては、社会保障の安定財源の確保

等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会

保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付

税法の一部を改正する法律において定められており、令和元年１０月１日から１０％に

引き上げられることとされております。今回の条例改正は、令和元年１０月１日からの

消費税率の引き上げを踏まえ、使用料等に関する規定の改正を行うとともに所要の改正

を行うものでございます。なお、附則につきましては、施行日を社会保障の安定財源の

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則

第１条第２号に定める日としております。施行日をこのように定めておりますのは、国

が消費税率を引き上げる日を変更した場合には当該日が改正されると考えられますので、

今回提案している条例改正の施行日につきましても国に合わせて変更するためでござい

ます。また、必要に応じまして経過措置を規定しておるところでございます。 

それでは改正内容につきまして御説明を申し上げます。 

議案第３３号長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、公民館使用料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第３４号長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、ホール使用料等を規定する別表の料金額を改めると共に所要の改正を

しております。 

議案第３５号長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例



につきましては、部屋使用料等を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第３６号長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、施設使用料等を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第３７号長与町武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、武道館使用料等を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第３８号長与町立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例につきましては、

施設使用料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第３９号長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、宿泊料等を規定する別表の料金額を改めることとして

おります。 

議案第４０号長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、施設使用料等を規定する別表の料金額を改めることとしており

ます。 

議案第４１号長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、施設使用料を規定する別表の料金額を改めることとして

おります。 

議案第４２号長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、施設使用料等を規定する別表の料金額を改めること

としております。 

議案第４３号長与町勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例につきましては、施

設使用料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第４４号長与町働く婦人の家条例の一部を改正する条例につきましては、施設使

用料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第４５号長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例につきましては、施設使用料等を規定する別表の料金額を改めることとしておりま

す。 

議案第４６号長与南交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、施設使用料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第４７号長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、施設使用料について規定する別表の料金額を改めるとともに所

要の改正をしております。 

議案第４８号長与町駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、駐車場使用料

について規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第４９号長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、粗大ごみの処理手数料を規定する別表の料金額を改めることとしております。 

議案第５０号長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一部を改正する



条例につきましては、一般公共海岸占用料及び土石採取料を規定する第６条の第２項中

１００分の１０８を１００分の１１０に改めることとしております。 

議案第５１号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、道路

占用料を規定する第２条の第４項中１００分の１０８を１００分の１１０に改めること

としております。 

議案第５２号長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、町営住宅駐車場使用料を規定する別表の料金額を改めることとしてお

ります。 

議案第５３号長与町都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、施設使用料

を規定する別表の料金額に改めることとしております。 

議案第５４号長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、施設使用料を規定する別表の料金額を改めるこ

ととしております。 

議案第５５号長与町水道給水条例の一部を改正する条例につきましては、消費税率の

引き上げを踏まえた使用料に関する規定の改正及び水道法の一部を改正する法律により、

指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制度の創設に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。改正内容といたしましては、水道料金を規定している第２２条第１項の消

費税８％の税込金額を消費税１０％の税込金額に改正し、第２８条第１項第１号の加入

金、第３０条第１項第１号及び第２号の分岐料及び第３１条のメーター器取付工事費に

つきましても同様の改正を行うものです。また、手数料を規定している第３３条第１項

第１号に指定給水装置工事事業者指定更新手数料１件につき５,０００円を徴収する内

容を加え、併せて条文の整理を行うものでございます。附則につきましては、第１項で

他の一括提案しております条例と同様に施行日を定めておりますが、第３３条第１項第

１号の指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制度の創設に伴う改正規定の施行日は、

令和元年１０月１日としております。また、第２項で本条例の適用及び経過措置につい

て規定をしておるところでございます。 

以上が議案第３３号から第５５号までの提案理由でございます。 

御審議の程よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第３８、議案第５６号令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。ただいま議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第５６号令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は既定の予

算総額に歳入歳出それぞれ２,７０８万７,０００円を追加いたしまして、補正後の総額



を１２８億１,６７７万２,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきま

して、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の２

款地方譲与税では、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成３１年４月１日

に施行されたことに伴い、市町村に譲与される森林環境譲与税を計上いたしました。１

３款国庫支出金では、幼児教育無償化に係る子ども・子育て支援事業費補助金、障害者

総合支援事業費補助金及び疾病予防対策事業費等補助金を計上。１４款県支出金では、

研究指定校事業委託金及びキャリア教育充実事業委託金を計上いたしております。１５

款財産収入では森林環境譲与税基金の運用収入を計上。１７款繰入金では財源調整のた

めの財政調整基金の繰入金を計上。１９款諸収入では長崎県町村会物産展事業助成金を

計上いたしております。 

続きまして、３ページの歳出の主なものを御説明申し上げます。２款総務費では、東

京で開催される全国町村会主催の物産展出店に係る経費及び幼児教育無償化に係る電算

システム改修委託料を計上。３款民生費では、幼児教育無償化実施に係る事務経費及び

老人福祉センター丸田荘入浴施設における水質改善のための循環配管洗浄委託料を計上。

４款衛生費では風疹抗体検査事業に係る経費を計上いたしております。６款農林水産業

費では森林環境譲与税基金積立金を計上。１０款教育費では研究指定校事業及びキャリ

ア教育充実事業に係る経費を計上いたしております。以上が補正予算の主な内容でござ

います。議案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりますので、ご参照の上、

御審議の程よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

場内の時計で１０時４０分まで休憩します。 

（休憩 １０時１５分～１１時２０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。改めて午後１時１５分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時２０分～１３時２２分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程が変更になりましたので、事務局より説明をさせます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 

それでは会議日程の変更がございましたので、御報告の方をさせていただきたいと思

います。明日６月６日水曜日は議案に対する質疑と付託を行います。そして６日木曜日、

一般質問５名。７日金曜日、一般質問５名。８日土曜日は休会でございます。９日日曜

日も休会でございます。明けて１０日月曜日、一般質問１名、付託案件審査となります。

１１日火曜日、付託案件審査。１２日水曜日、付託案件審査。１３日は付託案件審査の

予備日となっております。そして最終日１４日金曜日は、委員長報告と採決という流れ



になっております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

お諮りをいたします。ただいま説明のとおり実施したいと思います。 

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

以上で本日の日程は全部終了しました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。 

（散会 １３時２４分） 

 


